
議案第２号 

 

   武蔵野市立学校設置条例の一部を改正する条例     

 

 武蔵野市立学校設置条例（昭和 39年３月武蔵野市条例第 17号）の一部を次

のように改正する。  

 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた部分については、対応する説明の

欄に掲げる改正を行い、改正後の欄の下線が引かれた部分とする。  

 

改正前  改正後  説明  

別表（第３条関係）  

 １  小学校  

名称  位置  

武蔵野市立第一小学校から  

 同    千川小学校まで  

 （略）  

 同   井

之頭小学校  

 同   吉祥

寺本町３丁目

27番 19号  

 同   関前南小学校及び  

 同    桜野小学校  （

略）  

 ２  （略）  

別表（第３条関係）  

 １  小学校  

名称  位置  

武蔵野市立第一小学校から  

 同    千川小学校まで  

 （略）  

 同   井

之頭小学校  

 同   中町

３丁目９番５

号  

 同   関前南小学校及び  

 同    桜野小学校  （

略）  

 ２  （略）  

 

 

 

 

 

 

字句の改正  

 

 

 

 

   付  則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 （提案理由）  

 武蔵野市立井之頭小学校の改築工事による移転に伴い、所要の改正をする

ものである。  

 


